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理 事 長 あ い さ つ

採 用 職 員 の 紹 介

　平素は明和土地改良区運営を始め、施設の維持管理など各般に渡り、格別のご理解・ご

協力を頂き重ねてお礼申し上げます。

　さて、農業・農村を取り巻く環境は、大変厳しいものを感じます。

　今日の農業政策は弱者を切り捨て、株式会社が農地を持てる大資本主義政策を打ち出し、

大型営農経営に軸足を置いております。魅力のない農業は後継者離れや、耕作放棄が深刻

さを増しております。

　このような現況の中で、昨年度から取り組んでおりますパイプライン化事業も２年目を

迎え、24年度から事業実施に入っていきます。

　明和土地改良区としては、まだ一部地域でありますが、この事業をモデルとして全域を

対象にパイプライン化に向けて、総力を傾注していかなければならないと思います。

　昨年の総代会でお願い致しました賦課金の値上げですが、平成24年度で予算化させて頂

きました。

　改良区の施設もご承知のように昭和40年から下御糸工区で事業が始まり、最初の工区は

50年近く経ち施設の老朽化が著しく、組合員さんの補修要望に応える為には部分的な改修

でなく、全面改修の計画を立てるべき時期にきていると思います。ご承知の様に東北の大

震災の影響もありますが、予算措置が非常に難しく、国・県からの予算は殆ど見込みがあ

りません。また、町の単独事業予算も要望の30％位、このような現状でありますので、改

良区単独事業で皆さんのニーズにお応えするしか御座いません。賦課金の値上げをさせて

頂いた分をこれまでの予算に上乗せし、要望に応えていくよう頑張りますので、何卒ご理

解を賜りますようよろしくお願い致します。

平成24年４月　　

　平成24年４月１日付で採用となった職員を紹介します。

事務局長　　内　山　　　理　

臨時職員　　長　岡　千　浩　

　　　　　岩　橋　啓　子

理事長　南　野　光　輝
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　平成24年３月18日、明和町中央公民館において第７回通常総代会を開催しました。
　総代総数40名中27名の出席により総代会が成立し、議長に竹内正総代（第４選挙区）、
議事録署名人に西垣繁総代（第２選挙区）、中井正雄総代（第３選挙区）を選任後、議事
に入り提出議案について慎重に審議され全議案原案通り可決されました。

◆提出議案

第１号議案　明和土地改良区平成22年度事業報告の承認について
第２号議案　明和土地改良区平成22年度収支決算・財産目録の承認について
第３号議案　明和土地改良区平成23年度収支補正予算の議決について
第４号議案　明和土地改良区定款の一部変更の議決について
第５号議案　明和土地改良区平成24年度事業計画の議決について
第６号議案　明和土地改良区賦課金の議決について
第７号議案　明和土地改良区平成24年度収支予算の議決について
第８号議案　平成24年度一時借入金の最高限度額及びその方法の議決について
第９号議案　平成24年度歳計現金預金先金融機関の議決について
第10号議案　明和土地改良区転用決済金の額の議決について
第11号議案　明和土地改良区加入金の額の議決について
第12号議案　明和土地改良区役員並びに総代の報酬及び費用弁償について
第13号議案　明和土地改良区未処分地の処分の承認について

第７回　通常総代会

平成24年度　一般会計予算

収入 支出

繰入金
5,430千円

繰越金
16,547千円

受託料
1,990千円

組合費
32,930千円

補助金
9,400千円

予備費
20,390千円

負担金
9,400千円

財産費
860千円

事業費
17,460千円

管理費
870千円

事務費
17,389千円

66,309千円
総金額

66,309千円
総金額



〔 4 〕

むらおこしの活動状況

むらおこし

しもみいと

多気郡明和町 下御糸地区

みんなでつくろう!!
みんなの癒やし空間

　むらおこし・しもみいとは、『洛楽会』とい
うボランティアグループを中心に各自治会が広
い農地の環境整備を行っています。
　桜並木の手入れや四季折々の花を植えたり、
地元の皆さんに、憩いの場、安らげる場になる
ように、月１回以上の除草、清掃活動を行って
います。
　地元の豊かな自然を地元の人で守っていこう
と、非農家の人たちの参加も増えてきました!!

むらおこし

かみみいと

多気郡明和町 上御糸地区

子どもたちに
未来への架け橋

　むらおこし・かみみいとでは、毎年地元
の上御糸小学校と連携し、田植えから稲刈
り、脱穀作業まですべて昔ながらの作業で
行う「お米作り体験」を行っています。
　体験には、３・５年生の児童たちが参加。
作業の合間には、地域の人が講師を務める
「お米はかせになろう」と題した授業など
も行い、子どもたちの農業への関心向上に
務めています。

明和土地改良区は、

むらおこし・おいず　　　
むらおこし・かみみいと　
むらおこし・しもみいと　
むらおこし・さいくう祓川
むらおこし・みょうじょう

の活動支援をしています

祓川堤防付近には季節の花々を植栽

団
結
力
が
自
慢

キネとウスを
使った餅つき
体験の様子
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むらおこし

おいず

多気郡明和町 大淀地区

地域一丸で 守ろう 残そう
美しい農地を

　むらおこし・おいずは、地域住民一丸と

なり農地の保全管理・一番川（排水路）の

清掃に取り組んでいます。

　平成21年以降、地区内の農業排水路敷地
にリコリスやあじさいを植栽し、農地の景

観形成と施設管理に取り組んでいます。

むらおこし

みょうじょう

多気郡明和町 明星地区

むらおこし

さいくう祓川

多気郡明和町 斎宮地区

地域の宝物 私たちの
自慢の清流『祓川』

　私たち、むらおこし・さいくう祓川は、毎年地元の斎宮小学
校５年生児童を対象に、祓川の水生生物調査を行っています。
　祓川は自然景観に優れた河畔林が保全され、多様な動植物が
生息する豊かな川です。
　子どもたちは、地域の皆さんの協力のもと、祓川に生息する
生物を採取し、その種類によって水がどの程度きれいであるか
などを班別に調査・発表します。
　この活動を通じて、子どもたちにも祓川をはじめ、自然環境、
水質保全などに興味と関心をもってもらえたらと思っています。

　むらおこし・みょうじょうは、地元の明星小学校５年生の
稲作体験学習の支援に力を入れています。
　４月　種籾（たねもみ）900ｇを６等分にして籾まき
　５月　機械を使わない代かき、木を引っ張って地ならし、

手作業で田植え
　９月　鋸鎌（のこがま）を使って稲刈り、はさかけ、足踏

脱穀機・動力脱穀機・コンバインを使って脱穀、ラ
イスセンターで籾すり

　11月には明星小学校から招待状が届き、ライスパーティー
に招待されます。収穫したお米を使った美味しい料理をご馳
走になり、１年間の稲作体験の思い出を締めくくります。

※作付面積197㎡　※23年度は55kgの収穫でした

お米がつなぐ 地域の絆

一番川沿いに植栽したリコリス

田植え

祓川水生生物調査の様子
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　平成24年度の賦課金は、第７回通常総代会において決定されました。
　300円／10ａの増額（田のみ）は、町単補助事業としての採択件数が少ないことから改良
区単独事業の推進を図っていきます。

　　賦課金　　　　田　1,500円／10 a　　　畑　600円／10 a

平成24年度 賦課金について

組合員の資格交替について

平成24年度 転用決済金について

■徴収時期　前期／平成24年６月25日納期　後期／平成24年12月25日納期
　　　　　　（ただし、年額が10,000円以下の場合は前期で徴収いたします。）
■納付場所

　多気郡農業協同組合　本店・支店　　　百五銀行　本店・支店

　第三銀行　本店・支店　　　　　　　　三重信用金庫　本店・支店

　明和土地改良区事務局

◇多気郡農業協同組合・三重信用金庫以外より振り込んでいただく場合、手数料が必

要となりますが、手数料は各自でご負担ください。

◇振替依頼の手続きをしていただいた組合員の方は納期日に指定の口座より引き落と

しさせていただきます。

■賦課基準　当改良区の土地原簿に平成24年４月１日記載されている農地

　農地を宅地へ転用、または公共事業用地（道路・河川・公園・建物等）として転用する

ときに転用決済金及び提出書類が必要です。

　　転用決済金　　　　90円／㎡
　　◇提出書類……農地転用等通知書・その他書類

　農地の所有者移動・組合員の資格交替等があったときは、まず連絡して下さい。

　　◇提出書類……農地得喪通知書（売買、相続、経営移譲、住所変更）

　○改良区への届出のない場合は、資格は変更されません。

　○賦課金は、そのまま現資格者に賦課されますので、ご注意ください。

農地（田・畑）の転用・移動・その他苦情等は、
来区されるかお電話にてお問い合わせ下さい。 TEL 0596-55-8001


